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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

規 則

○鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表土木部の表１の２の項第１号の規則で定め

る国道の維持及び修繕等を定める規則の一部を改正する規則（※）（道路維持課取扱い）１

告 示

○非常勤職員のうち，報酬の額について知事が定めるものの額の一部改正（※）

（人事課取扱い）２

○パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日の一部改正（※） （人事課取扱い）２

○会計年度任用職員の給料について任命権者が別に定める各給料表の適用範囲等及び会

計年度任用職員の報酬について任命権者が人事委員会と協議して定める額の一部改正

（※） （人事課取扱い）２

教 育 委 員 会 規 則

○鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等の基準に関する規則の一部を改正

する規則（※） （総務福利課取扱い）２

教 育 委 員 会 訓 令

○鹿児島県教育委員会関係職員服務規程及び鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，

休暇等に関する規程の一部を改正する訓令（※） （総務福利課取扱い）３

教 育 委 員 会 教 育 長 訓 令

○鹿児島県教育庁等事務決裁規程の一部を改正する訓令（※） （総務福利課取扱い）５

鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表土木部の表１の２の項第１号の規則で定める国道

の維持及び修繕等を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和５年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

鹿児島県規則第23号

鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表土木部の表１の２の項第１号の規則で定める

国道の維持及び修繕等を定める規則の一部を改正する規則

鹿児島県事務処理の特例に関する条例別表土木部の表１の２の項第１号の規則で定める国道

の維持及び修繕等を定める規則（平成21年鹿児島県規則第９号）の一部を次のように改正する。

第１条の表鹿屋市の項の次に次のように加える。

出水市 328号（広域農道９号線との交点（出水市大字武本 維持及び修繕のうち

字上笹原2614番９地先）から国道３号との交点まで 除草及び植栽物の管

の区間に限る。） 理

447号（一本松休憩所から国道３号との交点までの

区間に限る。）

第２条の表出水市の項を次のように改める。

出水市 出水停車場線 維持及び修繕のうち

沖田新蔵線（国道447号との交点から上知識交差点 除草及び植栽物の管
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までの区間に限る。） 理

荘上鯖淵線（出水市平和町2045番地先から諏訪神社

前交差点までの区間に限る。）

出水高尾野線（平良橋から鹿児島県立出水高等学校

までの区間に限る。）

附 則

この規則は，令和５年４月１日から施行する。

鹿児島県告示第333号

平成17年３月29日鹿児島県告示第497号（非常勤職員のうち，報酬の額について知事が定め

るものの額）の一部を次のように改正し，令和５年４月１日から施行する。

令和５年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

表総合政策部の部統計調査員の項中「7,250円」を「7,370円」に改める。

鹿児島県告示第334号

令和２年３月31日鹿児島県告示第395号（パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日）

の一部を次のように改正し，令和５年４月１日から施行する。

令和５年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

「
教員業務支援員 翌月20日 「

表中 を スクールカウンセラー 翌月20日
スクールカウンセラー 」

」

に改める。

鹿児島県告示第335号

令和４年３月29日鹿児島県告示第329号（会計年度任用職員の給料について任命権者が別に

定める各給料表の適用範囲等及び会計年度任用職員の報酬について任命権者が人事委員会と協

議して定める額）の一部を次のように改正し，令和５年４月１日から施行する。

令和５年３月31日

鹿児島県知事 塩田康一

本則の１のアの表総務部の部障害者職員支援員の項の次に次のように加える。

消費者行政補助員 １級 23号給

本則の１のアの表くらし保健福祉部の部医療扶助専門指導員の項の次に次のように加える。

医療法人等事務支援員 １級 23号給

本則の１のアの表商工労働水産部の部人財確保育成推進員の項の次に次のように加える。

新産業創出支援員 １級 33号給

本則の１のアの表危機管理防災局の部の次に次のように加える。

出納局 公用車管理事務補助員 １級 23号給

本則の１のエの表くらし保健福祉部の部非常勤調理員の項を削る。

鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

令和５年３月31日

鹿児島県教育委員会教育長 東條広光

鹿児島県教育委員会規則第７号

告 示

教 育 委 員 会 規 則
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鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等の基準に関する規則の一部を改正す

る規則

鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等の基準に関する規則（令和２年鹿児島県

教育委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員並びに県職員勤務条例

第２条第４項及び学校職員勤務条例第２条第４項に規定する任期付短時間勤務職員」に改める。

附 則

この規則は，令和５年４月１日から施行する。

鹿児島県教育委員会訓令第２号

鹿児島県教育委員会関係職員服務規程及び鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇

等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年３月31日

鹿児島県教育委員会教育長 東條広光

鹿児島県教育委員会関係職員服務規程及び鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，

休暇等に関する規程の一部を改正する訓令

（鹿児島県教育委員会関係職員服務規程の一部改正）

第１条 鹿児島県教育委員会関係職員服務規程（昭和36年鹿児島県教育委員会訓令第２号）の

一部を次のように改正する。

第７条第１項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員及び同条第４

項に規定する任期付短時間勤務職員」に改める。

第10条に次の１項を加える。

２ 前項の規定にかかわらず，同項の規定による命令は，庶務事務システムを使用して行う

ことができる。

第12条の３第１項第８号の２中「育児参加休暇」を「産前・産後休暇」に改める。

第13条の２第１項を次のように改める。

職員は，地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。以下「育児休

業法」という。）第２条第２項の規定により，育児休業の承認を請求しようとするとき（鹿

児島県職員等の育児休業等に関する条例（平成４年鹿児島県条例第51号。以下「育児休業

条例」という。）第３条第７号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求しようとする

ときを除く。）は，育児休業承認請求書を育児休業を始めようとする日の１月前まで（次に

掲げる場合は，２週間前まで）に教育長に提出しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期間内に育児休

業をしようとする場合

 育児休業条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当する場合であつて，当該請求をす

る日が当該請求に係る子が１歳に達する日（当該請求をする非常勤職員が同条第２号に

掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業条例第２条の３第２号に規定する地

方等育児休業（以下「地方等育児休業」という。）の期間の末日とされた日が当該請求に

係る子が１歳に達する日後である場合は，当該末日とされた日（当該育児休業の期間の

末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日とが異なるときは，その

いずれかの日））以前の日である場合

 育児休業条例第２条の４の規定に該当する場合であつて，当該請求をする日が当該請

求に係る子が１歳６か月に達する日以前の日である場合

第13条の２第４項を削り，同条第３項中「前２項」を「前３項」に改め，同項に次のただ

し書を加え，同項を同条第４項とする。

ただし，任期を定めて採用された職員が育児休業条例第３条第７号に掲げる事情に該当

して育児休業の承認を請求した場合は，この限りでない。

教 育 委 員 会 訓 令
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第13条の２中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。

２ 職員は，育児休業法第３条第１項の規定により，育児休業の期間の延長を請求しようと

するとき（育児休業条例第３条第７号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児

休業の期間の延長を請求しようとするときを除く。）は，育児休業承認請求書を育児休業の

期間の末日とされている日の翌日の１月前まで（次に掲げる育児休業の期間を延長しよう

とする場合は，２週間前まで）に教育長に提出しなければならない。

 当該請求に係る子の出生の日から育児休業条例第３条の２に規定する期間内にしてい

る育児休業（当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなる

ものに限る。）

 育児休業条例第２条の３第３号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 育児休業条例第２条の４の規定に該当してしている育児休業

第13条の５第５項中「第13条の２第２項」を「第13条の２第３項」に，「第３項」を「第

４項」に，「同条第２項」を「同条第３項」に改める。

第14条第１項中「第15条の８」を「第15条の10」に，「育児短時間勤務の期間を延長しよ

うとする日」を「その期間の末日とされている日の翌日」に改め，同条第３項を次のように

改める。

３ 第13条の２第４項本文の規定は，育児短時間勤務について準用する。

第14条に次の１項を加える。

４ 育児休業条例第11条第６号に規定する育児短時間勤務計画書は，育児短時間勤務承認請

求書に添えて，教育長に提出しなければならない。

第15条の８の次に次の見出し及び２条を加える。

（高齢者部分休業の承認等）

第15条の９ 職員は，法第26条の３第１項の規定により，高齢者部分休業（同項に規定する

高齢者部分休業をいう。以下この条及び次条において同じ。）の承認を申請しようとすると

きは，高齢者部分休業承認申請書を高齢者部分休業を始めようとする日の１月前までに教

育長に提出しなければならない。

２ 鹿児島県職員等の高齢者部分休業に関する条例（令和４年鹿児島県条例第32号。以下こ

の条において「高齢者部分休業条例」という。）第６条第１項に規定する同意は，高齢者部

分休業承認取消し・休業時間短縮同意書によつて行うものとする。

３ 職員は，高齢者部分休業条例第６条第２項の規定により，高齢者部分休業の承認の取消

しを申し出ようとするときは，高齢者部分休業承認取消し申出書を高齢者部分休業の承認

の取消しを受けようとする日の１月前までに教育長に提出しなければならない。

４ 職員は，高齢者部分休業条例第７条の規定により，高齢者部分休業の休業時間の延長を

申し出ようとするときは，高齢者部分休業時間延長申出書を高齢者部分休業の休業時間を

延長しようとする日の１月前までに教育長に提出しなければならない。

５ 第１項，第３項及び前項の場合において，教育長がその事由を確認する必要があると認

めて指示したときは，当該職員は，証明書類を提出しなければならない。

第15条の10 教育長は，高齢者部分休業を承認する場合，高齢者部分休業の承認を取り消す

場合，高齢者部分休業の休業時間を短縮する場合及び高齢者部分休業の休業時間の延長を

承認する場合には，別に定めるところにより，当該職員に通知するものとする。

（鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等に関する規程の一部改正）

第２条 鹿児島県教育委員会非常勤職員の勤務時間，休暇等に関する規程（令和２年鹿児島県

教育委員会訓令第６号）の一部を次のように改正する。

第１条中「再任用短時間勤務職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）」を「定年前

再任用短時間勤務職員並びに県職員勤務条例第２条第４項及び学校職員勤務条例第２条第４

項に規定する任期付短時間勤務職員」に改める。

第４条第１項中「前条第２項」を「同条第２項」に，「第５条」を「次条」に改める。

第24条第１項第９号中「５日（当該通院等が体外受精その他の教育長が定める不妊治療に

係るものである場合にあっては，10日）」を「10日」に，「５（当該通院等が体外受精その

他の教育長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては，10）」を「10」に改める。
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附 則

この訓令は，令和５年４月１日から施行する。

鹿児島県教育委員会教育長訓令第１号

鹿児島県教育庁等事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

令和５年３月31日

鹿児島県教育委員会教育長 東條広光

鹿児島県教育庁等事務決裁規程の一部を改正する訓令

鹿児島県教育庁等事務決裁規程（昭和49年鹿児島県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を

次のように改正する。

別表第１の８の項を次のように改める。

８ 個人  法第70

情報の 条及び第

保護に 72条の規

関する 定に基づ

法律 き，保有

（平成 個人情報

15年法 及び個人

律第57 関連情報

号）の の提供を

施行に 受けるも

関する のに対し

事務 て必要な

この 措置を講

項中個 ずること

人情報 を求める

の保護 こと。

に関す  法第75

る法律 条の規定

（平成 に基づき，

15年法 個人情報

律第57 ファイル

号）を 簿を作成

「法」， し，公表

鹿児島 すること。

県個人  法第77

情報の 条第３項，

保護に 第91条第

関する ３項及び

法律施 第99条第

行条例 ３項の規

（令和 定に基づ

４年鹿 き，開示

児島県 請求者，

条例第 訂正請求

33号） 者又は利

を「条 用停止請

例」と 求者（以

教育委員会教育長訓令
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いう。 下この項

中「請求

者」とい

う。）に対

して補正

を求める

こと。

 法第82

条第１項

及び第２

項，第93

条第１項

及び第２

項並びに

第 101条

第１項及

び第２項

の規定に

基づき，

開示請求，

訂正請求

又は利用

停止請求

に対する

措置を決

定し，請

求者へ通

知するこ

と。

 法第85

条第１項

の規定に

基づき，

事案の移

送を決定

し，開示

請求者へ

通知する

こと。

 法第86

条及び第

107条 第

１項の規

定に基づ

き，第三

者に対す

る意見書

提出の機

会の付与

等に関す
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る事務を

行うこと。

 法第94

条第２項

及 び 第

102条 第

２項並び

に条例第

３条第２

項の規定

に基づき，

開示決定

等，訂正

決定等又

は利用停

止決定等

の期限の

延長を決

定し，請

求者に通

知するこ

と。

 法第95

条及び第

103条並

びに条例

第４条の

規定に基

づき，開

示決定等，

訂正決定

等又は利

用停止決

定等の期

限の特例

の適用を

決定し，

請求者に

通知する

こと。

 法第96

条第１項

の規定に

基づき，

訂正請求

に係る事

案の移送

を決定し，

訂正請求

者に通知
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すること。

 法第97

条の規定

に基づき，

保有個人

情報の提

供先に訂

正内容を

通知する

こと。

 法 第

105条及

び第129

条並びに

条例第７

条の規定

に基づき，

鹿児島県

情報公開

・個人情

報保護審

査会への

諮問等に

関する事

務を行う

こと。

 その他

法及び条

例の施行

に関する

事務を行

うこと。

別表第１の15の項教育長決裁事項の欄第１号中「及び第19条第３項」を「，第19条第３項及

び規程第15条の９第１項」に改め，「第13条の５第３項」の次に「，第15条の９第３項」を加

え，「部分休業の取消し」の次に「，高齢者部分休業の取消し」を加え，同項副教育長専決事

項の欄第１号中「及び第19条第３項」を，「，第19条第３項及び規程第15条の９第１項」に改

め「第13条の５第３項」の次に「，第15条の９第３項」を加え，「部分休業の取消し」の次に

「，高齢者部分休業の取消し」を加え，同欄第３号中「及び再任用短時間勤務職員」を削り，

同項課長専決事項の欄中第４号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」

に改める。

別表第２義務教育課の部１の項教育次長決裁及び専決事項の欄第１号を削り，同項課長専決

事項の欄第３号を削り，同欄第４号を同欄第３号とし，同項課長補佐専決事項の欄第１号を削

り，同欄第２号から同欄第６号までを１号ずつ繰り上げ，同部３の項を削り，同部４の項を同

部３の項とし，同部５の項を削り，同部６の項教育長決裁事項の欄第１号を削り，同項教育次

長決裁及び専決事項の欄第１号中「県立特別支援学校，｣を削り，同項課長専決事項の欄第１

号及び第２号中「県立特別支援学校，」を削り，同欄第３号を削り，同項を同部の４の項とする。

別表第２高校教育課の部の次に次のように加える。

特 １ 教科用  無償  鹿児島  施行

別 図書等に 措置法 県立学校 令第２

支 関する事 第13条 教材取扱 条の規
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援 務 第２項 規則（昭 定に基

教 この項 の規定 和32年鹿 づき，

育 中義務教 に基づ 児島県教 県立学

課 育諸学校 き，県 育委員会 校に係

の教科用 立の義 規則第３ る教科

図書の無 務教育 号）第３ 用図書

償措置に 諸学校 条第１項 の受領

関する法 におい の規定に 証明書

律（昭和 て使用 基づき， を交付

38年法律 する教 準教科書 するこ

第182号） 科用図 について と。

を「無償 書の採 使用承認

措置法」， 択を行 をするこ

義務教育 うこと。 と。

諸学校の

教科用図

書の無償

措置に関

する法律

施行令

（昭和39

年政令第

14号）を

「 施 行

令」とい

う。

２ 教育職  内地留  教科  研修会

員の教科 学生を決 に関す の参加者

等につい 定するこ る研修 等を決定

ての研修 と。 計画を し，通知

に関する  海外派 決定し， すること。

事務 遣者を決 実施す  文部科

定するこ ること。 学省主催

と。 等で行わ

れる教科

に関する

講習会，

講座，研

究会等へ

の出席者

を決定す

ること。

３ 視覚障  施行令

害者，聴 第６条の

覚障害者， ２第２項

知的障害 の規定に

者，肢体 基づき視

不自由者 覚障害者

及び病弱 等でなく

者（この なった旨
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項中「視 を市町村

覚障害者 教育委員

等」とい 会に通知

う。） の すること。

入学等に  施行令

関する事 第14条第

務 １項及び

この項 第２項の

中学校教 規定に基

育施行令 づき，視

を「施行 覚障害者

令」とい 等の保護

う。 者に入学

期日を通

知し，又

は就学す

べき学校

を指定す

ること。

 施行令

第15条第

１項の規

定に基づ

き，視覚

障害者等

の氏名，

入学期日

を特別支

援学校の

校長及び

市町村教

育委員会

に通知す

ること。

 施行令

第15条第

２項の規

定に基づ

き，視覚

障害者等

の就学す

べき学校

を市町村

教育委員

会に通知

すること。

 施行令

第16条の

規定に基

づき，視
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覚障害者

等の就学

すべき学

校を変更

すること

及びその

旨を保護

者並びに

特別支援

学校の校

長及び市

町村教育

委員会に

通知する

こと。

４ 特別支  特別支

援学校の 援学校の

幼稚部及 幼稚部及

び高等部 び高等部

の入学選 の入学者

考に関す 選考実施

る事務 要綱を決

定するこ

と。

５ 教育の  県立特  県立  県立特

情報化の 別支援学 特別支 別支援学

推進に関 校の教育 援学校 校の教育

する事務 の情報化 の教育 の情報化

に必要な の情報 に関する

システム 化に関 関係機関，

の開発方 する総 団体等と

針を決定 合調整 の連絡調

すること。 に関す 整に関す

ること。 ること。

 県立特

別支援学

校の教育

の情報化

に必要な

調査の実

施及び資

料の収集

に関する

こと。

 県立特

別支援学

校の教育

情報ネッ

トワーク

等の利用
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に関する

こと。

別表第２文化財課の部２の項教育長決裁事項の欄第５号中「規則第24条」を「法第31条第２

項」に改め，同号を同欄第６号とし，同欄第４号中「規則第19条」を「法第31条第１項」に，

「指定について審査する」を「指定を行う」に改め，同号を同欄第５号とし，同欄第３号中

「法第15条第２項」を「法第20条第２項」に，「まつ消」を「抹消」に改め，同号を同欄第４

号とし，同欄第２号中「法第14条第１項」を「法第19条」に，「取り消す」を「取り消し，設

置者に通知する」に改め，同号を同欄第３号とし，同欄第１号中「法第12条」を「法第13条及

び第14条」に，「登録すること」を「記載すること」に改め，同号の次に次の１号を加える。

 法第18条の規定に基づき，登録博物館の設置者に対し，勧告又は命令を行うこと。

別表第２文化財課の部２の項課長専決事項の欄第３号中「規則第23条」を「規則第26条」に，

「博物館相当施設」を「指定施設」に改め，同号を同欄第６号とし，同欄第２号中「法第27条

及び第29条」を「法第29条」に，「私立博物館等」を「私立博物館」に改め，同号を同欄第４

号とし，同号の次に次の１号を加える。

 法第31条第４項の規定に基づき，指定施設の設置者に対し，指導助言を行うこと。

別表第２文化財課の部２の項課長専決事項の欄第１号中「法第13条第２項」を「法第15条第

２項」に改め，同号を同欄第２号とし，同号の次に次の１号を加える。

 法第17条の規定に基づき，登録博物館の設置者に対し，運営の状況に関し報告又は資料

の提出を求めること。

別表第２文化財課の部２の項課長専決事項の欄に第１号として次の１号を加える。

 法第14条第２項，第15条第２項，第19条第３項，第20条第２項及び第31条第３項の規定

に基づき，登録に関する事項等を公表すること。

別表第３の３の項を次のように改める

３ 個人情報  法第70条及び第72

の保護に関 条の規定に基づき，

する法律 保有個人情報及び個

（平成15年 人関連情報の提供を

法律第57号） 受けるものに対して

の施行に関 必要な措置を講ずる

する事務 ことを求めること。

この項中  法第75条の規定に

個人情報の 基づき，個人情報ファ

保護に関す イル簿を作成し，公

る法律（平 表すること。

成15年法律  法第77条第３項，

第57号）を 第91条第３項及び第

「法」，鹿 99条第３項の規定に

児島県個人 基づき，開示請求者，

情報の保護 訂正請求者又は利用

に関する法 停止請求者（以下こ

律施行条例 の項中「請求者」と

（令和４年 いう。）に対して補正

鹿児島県条 を求めること。

例第33号）  法第82条第１項及

を「条例」 び第２項，第93条第

という。 １項及び第２項並び

に第101条第１項及

び第２項の規定に基

づき，開示請求，訂

正請求又は利用停止
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請求に対する措置を

決定し，請求者へ通

知すること。

 法第85条第１項の

規定に基づき，事案

の移送を決定し，開

示請求者へ通知する

こと。

 法第86条及び第

107条第１項の規定

に基づき，第三者に

対する意見書提出の

機会の付与等に関す

る事務を行うこと。

 法第94条第２項及

び第102条第２項並

びに条例第３条第２

項の規定に基づき，

開示決定等，訂正決

定等又は利用停止決

定等の期限の延長を

決定し，請求者に通

知すること。

 法第95条及び第

103条並びに条例第

４条の規定に基づき，

開示決定等，訂正決

定等又は利用停止決

定等の期限の特例の

適用を決定し，請求

者に通知すること。

 法第96条第１項の

規定に基づき，訂正

請求に係る事案の移

送を決定し，訂正請

求者に通知するこ

と。

 法第97条の規定に

基づき，保有個人情

報の提供先に訂正内

容を通知すること。

 法第105条及び第

129条並びに条例第

７条の規定に基づき，

鹿児島県情報公開・

個人情報保護審査会

への諮問等に関する

事務を行うこと。

 その他法及び条例

の施行に関する事務
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を行うこと。

別表第３の７の項所長（館長（県立図書館にあっては副館長））の決裁及び専決事項の欄第

２号中「及び第19条第３項」を「，第19条第３項及び規程第15条の９第１項」に改め，「第13

条の５第３項」の次に「，第15条の９第３項」を，「部分休業の取消し」の次に「，高齢者部

分休業の取消し」を加え，同欄第３号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め，同欄第４号中「及び再任用短時間勤務職員」を削る。

別表第３の７の項次長（県立図書館にあっては副館長，北薩教育事務所，姶良・伊佐教育事

務所，大隅教育事務所及び大島教育事務所にあっては総務課長）専決事項の欄第１号中「及び

第19条第３項」を「，第19条第３項及び規程第15条の９第１項」に改め，「第13条の５第３項」

の次に「，第15条の９第３項」を，「部分休業の取消し」の次に「，高齢者部分休業の取消し」

を加える。

別表第４の３の表８の項を削る。

附 則

この訓令は，令和５年４月１日から施行する。


